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１ 必要な手続の確認  

在籍している（卒業した）中学校や、志願した高等学校によって、必要な手続が変わります。以下のチャートで、

必要な手続を確認してください。 

それぞれの手続の詳細は実施要項を、具体的な操作方法は操作マニュアルを確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

埼玉県内の公立中学校、及び 
私立中学校（県内）や隣接県隣接学区等 

からの志願者 
 

※実施要項第７の３、４以外 

県外公立中学校、及び 
私立中学校（県外）等 
からの志願者 

（隣接県隣接学区を除く） 
※実施要項第７の３ 

海外の日本人学校等 
 

からの志願者 
 

※実施要項第７の４ 

５ 志願者情報登録（システム登録Ⅰ） 

６ 志願情報申請（システム登録Ⅱ） 

２ 中学校の事前準備   

９－１ 志願先変更手続 A ～ ９－４ 志願先変更手続 D 

１０ 受検票印刷 

学力検査・実技検査・面接 

１１ 入学許可候補者発表 

７ 書類提出 

志願先変更・志願取消を 

しない志願者 
志願先変更をする志願者 志願取消をする志願者 

９ 志願先変更 ８ 志願取消 

2月 13日（郵送）、16、17日（持参） 

2月 20日午後 3時～3月 6日午前 9時 

2月 26、27日 

3月 6日午前９時 

1月 27日～2月 10日 

2月 18、19日 


